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「第１期中期目標期間における教育研究の状況の評価結果の確定」の 
実施体制について（案） 

 
１．実施体制の方針 

 「第１期中期目標期間における教育研究の状況の評価結果の確定」（以下「評価結果の確定」

という。）の実施体制について、以下の方針により設置する。 
 
① 平成１６～１９年度に実施した教育研究評価（以下「平成１６～１９年度評価」という。）

と継続性のある体制で設置する。 

・平成１６～１９年度評価を基本的に踏襲する。（下図参照） 

・平成１６～１９年度評価の評価者の中から選出し、原則同担当とする。 

② 評価者の人員は、評価作業に応じた規模とする。 

（評価結果の確定における実施体制） 
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※提出された業績の分野に応じて配置、1 業績を2 名で判定 

資 料 ４  
国立大学教育研究評価委員会（第２４回） 

平 成 ２ ２ 年 ３ 月 １ ２ 日
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２． 達成状況判定会議 

 
 
 
 
 

 
① 体制  
 
ⅰ）平成１６～１９年度評価と同様にグループ・チームを編成（８グループ、２６チーム） 
 

   ⅱ）各グループは、「グループリーダー」「主担当」「副担当」「有識者」で構成 
・ 「グループリーダー」「有識者」を、各１名 
・ 「主担当」を、２～４名 
・ 「副担当」は、グループ内の「主担当」が兼務 

 

② 評価者数 …４６名  （平成１６～１９年度評価 １７７名） 

・グループの評価者数 ４～６名    (平成１６～１９年度評価 ７～３２名) 

・評価者一人あたりの担当法人数 ４～７法人 （平成１６～１９年度評価 ３～４法人） 

【法人数/評価者数/評価者一人あたりの担当法人数】 

グル

ープ 

法人

数 

評価

者数 
内訳 

チー

ム数

評価者一
人あたり
の担当法

人数 
備考 

１  １２  ６ グループリーダー１、主担当（副担当兼務）４、有識者１ ４ ６ 大規模①（東日本） 

２  １４  ６ グループリーダー１、主担当（副担当兼務）４、有識者１ ４ ７ 大規模②（西日本） 

３  １４  ６ グループリーダー１、主担当（副担当兼務）４、有識者１ ４ ７ 中規模①（東日本） 

４  １２  ６ グループリーダー１、主担当（副担当兼務）４、有識者１ ３ ６ 中規模②（西日本） 

５  １２  ６ グループリーダー１、主担当（副担当兼務）４、有識者１ ３ ６ 教育学系大学 

６  １２  ６ グループリーダー１、主担当（副担当兼務）４、有識者１ ４ ６ 工学系大学 

７  １０  ６ グループリーダー１、主担当（副担当兼務）４、有識者１ ３ ５ 医 学 系 大 学 、大 学 院 大 学 他 

８   ４  ４ グループリーダー１、主担当（副担当兼務）２、有識者１ １ ４ 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 

合計  ９０  ４６ グループリーダー８、主担当（副担当兼務）30、有識者８ ２６   

  
③ 評価者の選考 
 
 評価者は、平成１６～１９年度評価の評価者より選考する。 

 
ⅰ） グループリーダー  

→平成１６～１９年度評価の「グループリーダー」を原則選考 
 

ⅱ） 主担当（副担当兼務）  
→平成１６～１９年度評価で「主担当」の者からチームごとに１～２名選考 
 

ⅲ） 有識者  
→平成１６～１９年度評価で「有識者」の者から選考 

達成状況評価における主な評価作業 

法人から提出される「平成20、21年度 中期目標の達成状況報告書」を基に、平成１６～

１９年度の評価結果を変えうるような顕著な変化があったか確認 
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３．現況分析部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 体制  

ⅰ）平成１６～１９年度評価と同様に部会を編成（１０部会） 

ⅱ）各部会には、「部会長」「副部会長」「主担当」「副担当」で構成  

ⅲ）「部会長」及び「副部会長」は、「主担当」・「副担当」を兼務 
 

② 評価者数 …３８名  （平成１６～１９年度評価 ２６０名） 

・部会の評価者数 ２～６名    (平成１６～１９年度評価 ３～７６名) 

・評価者の「主担当」組織数 ６～５７組織 （平成１６～１９年度評価 最大８組織） 

 
【組織数/評価者数/評価者一人あたりの担当組織数】              

部会 組織数 教育 （継） （新） 研究 （継） （新） 評価者数 
評価者一人
あたりの担
当組織数

人文科学系 ６９ 41 41 0 28 28 0 ※３ ２３

社会科学系 １９７ 122 122 0 75 75 0 ４ ５０

理学系 ９６ 45 45 0 51 51 0 ４ ２４

工学系 １５７ 92 92 0 65 65 0 ４ ４０

農学系 １２４ 76 76 0 48 48 0 ３ ４２

保健系 ２４４ 137 132 5 107 104 3 ５ ４９

教育系 １８０ 123 104 19 57 54 3 ４ ４５

総合科学系 ３３８ 173 162 11 165 157 8 ６ ５７

特定領域系 １２ 8 8 0 4 4 0 ２ ６

大学共同利用機関 １９ 19 18 1 ３ ７

合計 １,４３６ 817 782 35 619 604 15 ３８ 

  ※「人文科学系部会」は、副部会長を１名増員する。 
 
 ③ 評価者の選考  

・評価者は、平成１６～１９年度評価で「部会長」「副部会長」を担当した者を原則選考 
・新たに選考する場合は、平成１６～１９年度評価において同学系を担当した評価者から選考 

現況分析における主な評価作業 

・平成１６～１９年度の評価を受けている学部・研究科等については、１）大学情報デー

タベースのデータ、２）法人から提出される「顕著な変化についての説明書」、「学部・

研究科等の研究業績」を基に、平成１６～１９年度の評価結果を変えうるような顕著な変

化があったか確認 
・平成１６～１９年度の評価を受けていない学部・研究科等（５０組織）については、法

人から提出される「現況調査表」等を基に、平成１６～１９年度評価と同様に評価 
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【研究業績水準判定専門委員】 

 

新規組織から「研究業績説明書」が提出された場合、その研究業績について、 
平成１６～１９年度評価と同様に水準判定を行う（ＳＳ、Ｓ判定）。 
 
 

① 体制 …１つの業績につき２名の評価者で判定を実施 

 

② 評価者数 …提出された研究業績説明書の研究分野に応じた数 

（平成１６～１９年度評価 ３４４名） 

 

③ 評価者の選考…原則、平成１６～１９年度評価の評価者より同分野の評価者を選考 
 


